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電力広域的運営推進機関 ２０２０年度事業計画（案） 

 

本機関は、「電気事業法」（以下「法」という。）第２８条の４に規定する広

域的運営推進機関として、電気事業の広域的運営を通じて、全国規模での電力

安定供給の確保と送配電設備の効率的利用を推進するため次の業務を行う。 

 

１．送配電等業務指針の策定及び変更（法第２８条の４０第３号） 

電力系統利用者が、送配電等業務指針等のルールに基づき、円滑に業務を遂

行できるよう、業務実態を把握するとともに必要に応じてルールの変更・理解

促進活動を行う。 

また、国の審議会等において検討された内容を踏まえ、需給調整市場等の新

たな制度の導入に伴う送配電等業務指針の変更等の検討を進める。 

 

２．供給計画の取りまとめ、検討及び経済産業大臣への送付（法第２８条の４０

第４号） 

（１）供給計画の取りまとめ 

法令に基づく電気事業者の供給計画の提出を受け付け、需給バランスの見通

し、流通設備計画の状況等を的確に取りまとめ、必要に応じ意見を付して２０

２１年３月末までに経済産業大臣に送付する。あわせて、導入される容量市場

等との整合を図りながら、取りまとめ方法の改善に向けた検討を進める。 

 

（２）需要想定に関する業務 

会員による需要想定が適切かつ円滑に行われるように、想定の前提となる全

国経済見通しを策定し、２０２０年１１月末までに公表する。 

また、一般送配電事業者たる会員から提出された供給区域ごとの需要想定を

基に、全国の需要想定を策定し、供給区域ごとの需要想定とともに、２０２１

年１月末までに公表する。 

上記を遂行するにあたり、２０１９年度の需要想定要領の変更に基づく一般

送配電事業者等による需要想定の妥当性の確認と、一般送配電事業者および本

機関による、会員等に向けた需要想定の説明力の向上等、さらなる需要想定業

務の改善を図る。 

 

（３）夏季及び冬季の電力需給検証 

電気事業者が保有する供給力と短期の需要予測に基づき、供給計画の取りま

とめ等の業務との整合を図りつつ、２０２０年度の夏季及び冬季の需要期にお
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ける電力需給状況について検証を行う。 

 

３．入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を維持し、及び運用す

る者を募集する業務その他の発電用の電気工作物の設置を促進するための業

務（法第２８条の４０第５号） 

（１）電源入札等の要否に関する検討 

有識者による委員会において、供給計画の取りまとめ結果及び電力需給検証

結果に基づく需給バランスの評価、潜在的な供給力の動向、中長期的な需要動

向等を踏まえた総合的な検討を行う。 

検討の結果、電源入札等が必要と認められるときは、業務規程等に基づき供

給力の確保に向けた取組を進める。 

 

（２）容量市場 メインオークションの実施 

２０２０年度の参加登録・メインオークションに向けて、運営体制・システ

ムの整備に万全を期す。メインオークション後は容量確保契約の締結等の契約

管理を着実に行うとともに、引き続き、必要な詳細制度検討を進める。 

 

（３）需給調整市場の導入に向けた検討 

需給調整市場の段階的な導入に備えて、２０２１年度からその他商品に先行

して導入する三次調整力②の準備を２０２０年度内に完了するとともに、その

他商品の市場運営に関わる事項や広域化（広域調達・広域運用）に関する技術

検討等を進める。 

 

４．送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整（法第２８条の４０第８号） 

（１）広域系統長期方針 

２０１７年３月に策定した広域系統長期方針に基づき、広域系統整備委員会

等において、以下の取組事項の実現に向けた検討を継続する。 

①コネクト＆マネージに関する取組 

Ｎ－１電制の本格適用、ノンファーム型接続について、早期実現に向けた具

体的対応方法の検討を進める。 

また、試行ノンファーム型接続の導入に伴い、試行ノンファーム型適用系統

の混雑管理のあり方について、諸外国の実例も踏まえて検討する。 

②費用便益評価を用いた広域系統整備計画業務に関する取組 

間接オークションやコネクト＆マネージの導入等による系統計画業務の環

境変化に対応するため、新たな系統計画業務として広域連系系統の増強に伴う

社会全体の費用便益を評価し、系統増強やノンファーム適用系統の判断を行う
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仕組みである「定期評価」の導入を目指す。 

なお、増強の判断には、費用便益評価を用いるとともに、検討の前提となる

シミュレーションには、想定潮流の合理化を反映し、広域連系系統の送電容量

制約を考慮した広域需給シミュレーションツールを活用する。 

③効率的なアクセス業務のあり方に関する取組 

現状の電源接続案件募集プロセスや接続検討等のアクセス業務に代わる新

たなアクセス検討プロセスの導入に向け、アクセス業務の手順や検討方法、情

報公表等について具体化を行う。 

 

新たな中長期的な系統形成を検討するにあたり、国のエネルギー基本計画や

エネルギーミックスとの整合を図るとともに、電力レジリエンスの観点からの

評価を踏まえ、新たな広域系統長期方針の見直しに向けた検討を進める。 

 

（２）広域系統整備計画 

計画策定プロセスの開始の判断に関しては、現状の検討開始要件に加えて、

現行の広域系統長期方針による費用便益評価を用いた広域系統整備計画業務

に関する取組を踏まえて、個別の系統における増強の必要性、事業実施主体、

費用負担等についての検討を行う。また、広域連系系統の増強に関する費用負

担など国における検討の結果を踏まえて、必要に応じて関連規程等の整備を  

行う。 

個別案件のうち、国の要請に基づいて計画策定プロセスを開始した北海道本

州間連系設備については、国における費用負担に関する検討の結果を踏まえ

て、実施案及び費用負担割合を決定したうえで、広域系統整備計画を策定する。 

また、東北東京間連系線については、特定負担者の辞退に伴う空き容量に係

る費用負担割合を再整理したうえで、広域系統整備計画を見直す。 

なお、各広域系統整備計画の円滑な推進のため、進捗状況を定期的に確認す

るとともに、適宜コスト検証等を行う。 

 

（３）系統アクセス業務の実施 

系統連系希望者からの事前相談及び接続検討に関する申込みの受付、検討結

果の確認、検証及び回答等の業務を適切に行う。 

また、電源接続案件募集プロセスについて、対象エリアの送電系統を運用す

る一般送配電事業者の協力を得ながら、着実に推進する。あわせて、既存発電

設備のリプレースの案件が生じた場合には、その内容を確認の上、リプレース

案件系統連系募集プロセスの開始要否の判断を行い、着実に推進する。 

また、新たな系統アクセス業務の導入に向け、制度変更に伴う詳細ルールの



 

 

4 

整備や運用上の課題へ対処し、円滑な業務の推進を図る。 

これらの業務の遂行に当たっては、系統連系希望者への丁寧な対応及び適切

な情報提供を行い、一般送配電事業者とともに系統アクセス業務の改善を  

図る。 

 

（４）調整力及び必要予備力のあり方の検討 

需給バランス調整及び周波数制御に必要な調整力のあり方、および供給信頼

度維持のための必要な予備力のあり方について、各種の状況変化を踏まえつ

つ、調整力及び需給バランス評価等に関する委員会において、引き続き検討を

進める。 

具体的には、再生可能エネルギーの増加が調整力の運用や必要量に与える影

響、及び容量市場・需給調整市場の導入等を踏まえ、電源の運用状況等のデー

タの分析、調整力の必要量・必要予備力の算定方法、及び算定ツールの整備等

を通じ、調整力及び必要予備力のあり方の検討を行う。 

 

（５）地域間連系線の管理 

間接オークションにおける経過措置計画及び特定負担計画（特定負担に伴う

エリア間値差精算の対象となり得る計画）の管理を行う。また、承認電源等の

新規及び変更申請を受け付け、定期審査を行う。 

間接送電権市場での取引を円滑に進めるべく、関連するシステム改修を完了

させ、運用改善を図る。 

連系線の運用容量及びマージンは、各検討会での議論及び意見集約の結果を

踏まえて算出し、公表する。 

また、広域需給調整開始前の送配電自主的取組みによる調整力の広域運用を

一般送配電事業者と協調しながら実施する。 

 

（６）作業停止計画の調整 

会員から提出される広域連系系統等の作業停止計画の取りまとめを行う。ま

た、連系線の運用容量に影響を与える広域連系系統等の作業停止計画の調整を

行う。 

調整及び取りまとめにあたっては、関係事業者との情報共有を図るととも

に、電力設備の保全、作業員の安全確保その他の送配電等業務指針に定める事

項を考慮の上、系統を維持及び運用する一般送配電事業者及び連系線利用者や

発電事業者と適切に連携する。 

複数の既存事業者間の作業停止調整にあたっては、発電抑制量を定格容量比

率按分とし、分担された発電抑制量を売買する暫定運用として導入した仕組み
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が適切に運用されていることを確認するとともに、適宜改善を図る。さらに、

一般送配電調整方式を含む本運用の調整方式について、引き続き検討する。 

 

（７）需要者スイッチング支援 

小売電気事業者と一般送配電事業者間の託送契約の変更手続き等を円滑化

するための「スイッチング支援システム」の運用・保守を実施する。 

また、スイッチング支援システムの運用上の改善点、追加の機能・運用ルー

ル等を検討するため、引き続き小売電気事業者の改善要望等を随時受け付け、

必要に応じてスイッチング支援に関する実務者会議を開催し、議論の概要及び

取りまとめ結果を公表する。 

 

（８）情報通信技術の活用支援 

電力系統利用者が、情報通信技術を活用して相互に、又は本機関との間で

電子情報を交換するための標準規格について、事業者の業務状況等を踏まえ

必要な見直しを行う。  

また、会員等が、適切なサイバーセキュリティ対策を実施できるようにす

るため、国等の情報セキュリティガイドラインの内容を踏まえ、必要に応じ

上記標準規格の見直し、普及啓発活動等を行うほか、機関外でのサイバー攻

撃被害や情報漏えい事案に関わる情報システムの脆弱性等について、適宜会

員等に対し情報提供を行い、会員等の取組を促す。 

 

（９）系統情報の公表 

系統運用の透明性確保のため、国が定める「系統情報の公表の考え方」に基

づき、地域間連系線及び全国の電力需給に関する情報等をウェブサイト上で公

表する。 

また、事業者のニーズを踏まえて、公表機能のさらなる充実化に向け検討を

進める。 

 

（１０）業務品質の向上 

系統解析ツールを利用し、潮流等の解析を行うことを通じて、広域系統整備

計画の策定、系統アクセス検討結果の検証、地域間連系線の管理等の業務品質

の向上に努める。 

 

（１１）システム開発の円滑な実施 

容量市場システムにおいて、一次開発システム（容量オークションに関わる

契約管理・実効性テスト等）の開発を着実に進めるとともに、二次開発システ
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ム（リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ等）の検討に着手する。 

広域機関システムでは、需給調整市場、隣接エリアの調整力を活用した電源

Ⅰ’の広域調達、広域予備率の運用に向けた開発について着実に工程を進める。

また、広域機関システムの設備増強、拡張を見据え抜本的な改善に向けて改良

を行う。 

システム開発・保守では、組織体制、業務プロセス、品質等を適切に管理  

する。 

 

５．電気の需給の状況の監視（法第２８条の４０第１号） 

（１）会員の需給状況の監視 

広域機関システムを通じて会員から提出される各種計画、供給区域ごとの需

要や連系線の潮流及び供給力（主要発電所の稼働及び停止状況を含む。）等の

データにより、会員が営む電気事業に係る電気の需給状況を監視する。 

また、各種計画が送配電等業務指針に照らして適正な内容で提出されるよ

う、複数の計画間の整合性及び計画と実績の差（インバランス量）についてチ

ェックを行い、適宜事業者に対する注意喚起を行うとともに、不整合のある計

画提出や多量のインバランスの発生を繰り返している事業者に対しては改善

を求め、必要に応じて指導を行う。既に指導を行った事業者に対しては、イン

バランス量を重点的に確認し、改善を確実なものとする。 

 

（２）大規模停電リスクに備えた運用対策 

電力系統のレジリエンス向上をはかるため、広域連系系統における系統安定

化対策や系統復旧方策のあり方等、広域的な停電発生のリスクの低減と停電時

間の短縮に向けた検討を行う。 

 

６．需給の状況が悪化した場合等における会員への指示（法第２８条の４０第

２号） 

災害や電源トラブル等においても安定供給を確保するため、会員の電気の需

給の状況が悪化し、又は悪化するおそれが認められる場合は、会員に対して、

市場活用も考慮しつつ電気の需給の状況を改善するために必要な指示を行う。 

また、再生可能エネルギーの出力増加等で、一般送配電事業者の供給区域の

下げ調整力が不足し、又は不足するおそれが認められる場合は、送配電等業務

指針に基づき、長周期広域周波数調整を実施する。 

一般送配電事業者による再生可能エネルギーの出力抑制が行われたときに

は、それが適切であったか都度検証するとともに、年間を通じて行った出力抑

制機会の公平性についても検証し、公表する。 
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７．電気供給事業者からの苦情又は相談の対応及び紛争の解決（法第２８条の

４０第７号） 

（１）苦情又は相談の対応 

電気供給事業者等から、送配電等業務その他本機関の業務に関する苦情の申

出又は相談を受けたときは、その内容に応じて、回答その他の初動措置を速や

かに行う。 

初動措置では解決できず、更なる対応が必要な案件については、和解の仲介

（あっせん・調停）、電気供給事業者に対する指導又は勧告等、必要な措置を

講じ、問題の解決に努める。 

また、電気供給事業者等の、送配電等業務指針等のルールに基づく業務の改

善のため、苦情の申出又は相談の内容を定期的に取りまとめ、本機関のウェブ

サイトで公表し、広く周知する。 

 

（２）紛争の解決 

送配電等業務に関する電気供給事業者間の紛争を解決するため、「裁判外紛

争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づく認証紛争解決事業者として、

本機関の役職員以外の学識経験者、弁護士等で構成する紛争解決パネルを設置

し、和解の仲介（あっせん・調停）の業務を行う。 

 

８．電気供給事業者に対する指導、勧告等（法第２８条の４０第６号） 

送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要と認

めるときは、業務規程に基づき、電気供給事業者に対する指導又は勧告を行う。 

 

９．前１.～８.の附帯業務（法第２８条の４０第９号） 

（１）報告書の作成及び公表 

業務規程に基づき、電力需給（周波数、電圧及び停電に関する電気の質につ

いての、供給区域ごとの評価、分析を含む。）、電力系統の状況、系統アクセス

業務に関する実績、翌年度・中長期の電力需給及び電力系統に関する見通し及

び課題、各供給区域の予備力及び調整力の適切な水準等の評価及び検証並びに

必要に応じた見直し、に関する報告書を公表する。 

 

（２）調査及び研究 

容量市場、需給調整市場、調整力及び需給バランス評価等の検討に資する調

査、その他内外の電気事業に関する技術動向、制度政策、電力需給のリスク分

析等に関する調査及び研究を行う。 
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（３）災害等への対応 

緊急時は、２０１９年度に改正した防災業務計画に基づき構築した緊急連絡

体制及び災害対応態勢の下、国や関係機関に対し必要な非常時の情報提供等を

行う。一方、平常時は、本機関の災害対応力の強化に向けて災害対応訓練を継

続的に実施する。 

また、災害等の発生により本拠点の施設や役職員等が被災した場合において

は、事業継続計画（ＢＣＰ）に基づき優先継続業務を確実に遂行できるよう、

同計画の実効性向上に向け継続検討を行う。 

さらに、本機関は、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」及び「武力攻

撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」に基づく指定公共機

関であることを踏まえ、関係省庁と連携し、国等の情報連絡会、訓練等に積極

的に参加し、不測の事態への対応力を高める。 

 

１０．本機関の目的を達するために必要な業務（法２８条の４０第１０号） 

（１）広報 

本機関の業務の透明性を高めるため、及び電気供給事業者の利便性向上に資

するため、本機関の業務及び電気事業の広域的運営に関する情報の積極的発

信、広報の充実・強化に努める。 

具体的には、需給状況悪化時の会員への指示等本機関が実施した業務につい

て速やかに公表するほか、本機関において開催する理事会、評議員会、各種委

員会等の議案及び議事概要等の資料を、原則としてウェブサイト等により公表

する。 

また、報道機関等への対応を通じて、本機関の業務に関連した情報を正しく

分かりやすく伝える。 

 

（２）情報システムのセキュリティ対策 

本機関が保守・運営する各種情報システムのサイバーセキュリティ対策に万

全を期す。具体的には、コンピュータウィルス対策、不正アクセス対策、脆弱

性対策等のシステム対策及び第三者による情報セキュリティ監査を遺漏なく

行うほか、特に２０２０年度はオリンピック・パラリンピックによりサイバー

攻撃が多発する可能性に備えて役職員への情報セキュリティ教育・訓練を強化

する。 

 

（３）バックアップ拠点の確保・維持 

災害等により、東京の本拠点が使用不能となるような万一の場合に備え、大

阪に構築したバックアップ運用拠点において系統監視等の重要業務が確実に
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遂行できるよう、システムの稼働確認を含む職員の対応訓練を実施するととも

に、バックアップ拠点の更なる整備について検討し、必要な整備を行う。 

 

（４）職員の確保・育成 

  職員の確保については、本機関の的確な業務遂行に必要な要員を常時確保 

しつつ、中長期的に機関採用職員比率を高めるため、将来性ある新卒者と専門

的知見を有する人材の採用を進める。 

職員の育成については、ＯＪＴを基本としつつ、能力向上を図るため、採用

時研修、内部・外部研修の実施、併せて若手職員を対象とした機関外（関係省

庁・電力会社）への出向・派遣を実施する。 

 

（５）その他 

  政府において検討中の様々な制度改正等を実施することに伴い、所要の本 

機関の業務が発生する場合は、適時適切に対応する。 

 

 

 


